
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人別城遺一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

　第一点について。

　論旨は第一審判決挙示の証拠によつては判示事実を認定することを得ない旨を主

張する控訴趣意に対する原判決の判断を非難すると共に本件賍物牙保罪に関する犯

意について為した原判決の刑法上の解釈について非難することに帰しその実質は憲

法違反を理由とするものと認められないから採用できない。

　第二点について。

　自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたつても

れなくこれを裏付けするものでなくても自白にかかる事実の真実性を保障し得るも

のであれば足りることは当裁判所が屡々判例とするところである。そして右判例の

趣旨は新刑訴第三一九条第二項が設けられたからとてこれを変更する必要はない。

従つて原判決のこの点に関する判断は正当であつて憲法第三八条第三項に反すると

ころはないから論旨は採用できない、そして本件は刑訴第四一一条を適用しなけれ

ばならないとは認められない。

　よつて刑訴第四〇八条により主文の通り判決する。

　以上は裁判官全員一致の意見である。

　　昭和二五年一〇月一〇日

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　長　谷　川　　　太　一　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　井　　　上　　　　　　　登

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　島　　　　　　　　　　　保

- 1 -
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